
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学区域見直しの対象となっている学校・地域はどこ？ 

藤沢市のホームページで対象地域を公開しておりますので、二次元コードを読

み込んで確認してください。 

URL：https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/documents/28335/20260622114904.pdf 

 

新しい学区はいつから適用されるの？ 

 

２０２８年（令和１０年）４月から小学校に入学するお子様が対象とな

ります。 

※中学校は新たな学区が適用された小学生が中学生になる年（2034年（令和

16年）4月）から適用となります。 

ホームページを確認したけど、もっと詳細を知りたい。 

 

各市民センター等で説明会を実施いたします。日程
については裏面をご参照してください。皆様のお越
しをお待ちしております。 

日程表は裏面を参照 

藤沢市立学校の新しい通学区域案 

        に関する地域説明会を開催！！ 

藤沢市教育委員会では、次代を担う子どもたちにとってより良い教育環境を整える

ため、「藤沢市立学校適正規模・適正配置第１期実施計画」に基づき、市立学校の適正

規模・適正配置に向けた取組を進めております。 

小学校、中学校において全学年合わせて「１２～２４クラス」の学校を「適正規模」と

位置づけ、「３１クラス以上」の学校（過大規模校）の解消のため学区の見直しに取り組

んでおり、この度、新たな通学区域の案を作成しました。 



 

 

 

 

【問い合わせ先】 

○藤沢市教育委員会 教育総務課 適正規模・適正配置担当 

TEL：0466-50-355６  Mail：fj3-kyouiku@city.fujisawa.lg.jp  


